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基本的な考え方
当社およびグループ各社では、「経営理念」を当社グルー

プの経営における普遍的な考え方として定め、企業活動を
行ううえでの拠り所と位置付けています。経営理念に掲げ
る考え方を実現するために、コーポレートガバナンスの強
化・充実を経営上の最優先課題の一つとし、実効性の向上
に取り組んでいます。また、こうした取り組みによる実効
的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、不祥事や企
業としての不健全な事態の発生を防止しつつ、持続的な成
長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート
ガバナンスに関して参照すべき原則・指針として「SMFG

コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しています。

当社の体制
当社は、監査役会設置会社として、取締役会が適切に監
督機能を発揮するとともに、独任制の監査役が、適切に監
査機能を発揮し、監査役会は、その決議をもって、監査方
針を定めるなどして、監査の適切性・効率性を高める体制
としています。より多くの社外の視点を経営に取り入れる
観点から、平成27年6月26日より、社外役員を従来の計
6名から計8名に増員し、取締役13名のうち5名、監査役
6名のうち3名を社外役員としています。
監査役については、監査役会が定めた監査の方針、監査
の分担等に従い、取締役会をはじめとした当社の重要な会
議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受ける
とともに、重要な決裁書類の閲覧、内部監査担当部署や子
会社との意思疎通、会計監査人からの報告聴取等を通じて、
当社取締役の職務執行状況を監査しています。
取締役会については、議長に取締役会長が就任し、業務
全般を統括する取締役社長との役割分担を図っておりま
す。また、取締役会への内部委員会の設置、社外取締役の
選任により、その実効性を強化しています。
取締役会には、「監査委員会」、「リスク管理委員会」、 

「報酬委員会」および「人事委員会」という4つの内部委員会
を設け、社外取締役がすべての内部委員会の委員に就任し、
業務執行から離れた客観的な審議が行われる体制を構築し
ています。特に監査委員会と報酬委員会では、社外取締役
が委員長を務めることで、ガバナンス機能の一層の強化を
図っています。
一方、グループ全体の業務執行および経営管理に関する
最高意思決定機関として、取締役会の下に「グループ経営
会議」を設置しています。同会議は取締役社長が主宰し、
取締役社長が指名する役員によって構成されます。業務執
行上の重要事項等は、取締役会で決定した基本方針に基づ
き、グループ経営会議における協議を踏まえ、採否を決定

したうえで執行しています。
また、グループ各社の業務計画に関する事項については、

「グループ戦略会議」を設け、当社およびグループ各社の経
営レベルで意見交換・協議・報告を行っています。
更に、三井住友銀行については、当社の取締役13名（う
ち社外取締役5名）のうち、7名が、同行の取締役を兼務す
ることを通じて、業務執行状況の監督を行っています。ま
た、当社の直接出資子会社のうち、三井住友ファイナンス
&リース、SMBCコンシューマーファイナンスおよび日本
総合研究所の3社については、当社の取締役が各社の取締
役に就任し、業務執行状況の監督を行っています。
更に当社では、健全な経営を堅持していくために、会社
法に基づき、当社および当社のグループ会社の業務の適正
を確保するための体制（内部統制システム）を内部統制規程
として定めるとともに、内部統制システムの整備による磐
石な経営体制の構築を重要な経営課題と位置付け、取り組
んでいます。

三井住友銀行の体制
三井住友銀行では監査役制度を採用し、監査役6名を選
任していますが、このうち3名は社外からの選任です。同
行は、「業務執行機能」と「監督機能」を分離して経営の透明
性と健全性を高める観点から執行役員制度を採用、執行役
員が業務を執行し、取締役会は主としてその監督にあたる
体制としています。
取締役会長は、取締役会の議長に就任し、業務全般を統
括する頭取との役割分担を行うとともに、執行役員は兼務
せず、主として業務執行の監督にあたっています。また、
三井住友銀行でも、17名の取締役のうち社外取締役を3

名選任し、監督機能の一層の強化を図っています。
業務執行を担当する執行役員は取締役会が選任してお
り、平成27年6月末現在、頭取をはじめ81名が執行役員
として委任を受けています（うち11名は取締役を兼務）。
業務執行に関する最高意思決定機関としては、取締役会
の下に「経営会議」を設置しています。経営会議は頭取が主
宰し、頭取が指名する執行役員によって構成されます。業
務執行上の重要事項等については、取締役会で決定した基
本方針に基づき、経営会議を構成する役員間で行った協議
を踏まえて採否を決定したうえで執行しています。
また、頭取は、取締役会の決議を前提として、経営会議
を構成する役員の中から、本店各部を担当する役員および
各業務部門を統括する役員を指名し、経営会議で決定され
た範囲内の事項について、各々の職務分掌に基づいて業務
執行を委ねる体制としています。
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